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建設職人基本法に基づく
山口県計画の概要とその
取り組み状況について

山口県土木建築部監理課
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建設職人基本法の概要

建設業における重大な労働災害の発生状況等
に鑑み、建設工事従事者の安全及び健康の確保
を推進するため、公共発注・民間発注を問わず
労災保険料を含む安全衛生経費の確保や一人親
方問題への対処がなされるよう、特別に手厚い
対策を国及び都道府県等に求めるもの

施行：平成２９年３月１６日
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建設職人基本法の概要
【目的】第１条関係

• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に関し、基本理念を
定め、国等の責務を明らかにし、施策の基本となる事項を
定めること等により、建設工事従事者の安全及び健康の確
保に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって建設
業の健全な発展に資する

【基本理念】第３条関係

• 建設工事の請負契約において適正な請負代金の額、工期等
が定められること

• 建設工事従事者の安全及び健康の確保に必要な措置が、設
計、施工等の各段階において適切に講ぜられること

• 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識を高めること
により、安全で衛生的な作業の遂行が図られること

• 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上が図られるこ
と
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建設職人基本法の概要

【国等の責務】第４条から第６条関係

• 国は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安全及び健
康の確保に関する施策を総合的に策定、実施する

• 都道府県は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担
を踏まえて、当該区域の実情に応じた施策を策定、実施す
る

•  建設業者等は、基本理念にのっとり、建設工事従事者の安
全及び健康の確保のために必要な措置を講ずる

【基本計画等】第８条・第９条関係

• 政府は、建設工事従事者の安全及び健康に関する施策の総
合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を策定しなけ
ればならない

• 政府は、少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、
必要があるときには、これを変更しなければならない

• 都道府県は、基本計画を勘案して、都道府県計画を策定す
るよう努める
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基本計画の概要

1. 当初の基本計画は、平成２９年６月に閣議
決定

2. 建設職人基本法では、「少なくとも５年ご
とに、基本計画に検討を加え、必要がある
と認めるときには、これを変更しなければ
ならない」と規定

3. 法律の規定に基づき、令和５年６月に計画
変更に係る閣議決定

4. 変更の概要（追加事項）

健康確保対策の強化（熱中症対策等）

人材の多様化に対応した建設現場の安全確
保、職場環境の改善
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県計画の概要（平成３０年策定）

○ 現状と課題

1. 建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に必要な
環境整備

2. 一人親方等への対処の必要性

3. 建設工事従事者の処遇の改善等を通じた中長期的な担
い手の確保
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○ 基本的な方針

1. 適正な請負代金の額、工期等の設定

2. 設計、施工等の各段階における措置

3. 建設業者及び建設工事従事者の安全及び健康に関する意識
の向上

4. 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上



県計画の概要

○ 県が総合的かつ計画的に講ずべき施策

1. 建設工事の請負契約における経費の適切かつ明

確な積算等

2. 責任体制の明確化

3. 建設工事の現場における措置の統一的な実施

4. 建設工事の現場の安全性点検等

5. 建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の

啓発
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県計画を推進するための実施内容

○ 講習会の開催

・毎年１回開催

○ 安全衛生経費の確認調査

・立入検査と同時実施

・各社の安全に向けた取組を聞取り

○ 普及啓発

・チラシの作成・配付

○ 県発注工事での熱中症対策

・積算基準

・山口県土木工事共通仕様書
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立入検査の実施状況

•建設業取引適正化推進期間において実施。

•県発注工事について設計図書の積算と実際の下
請等契約状況を比較

積算の体系

名称 摘要 数量 単位 単価 金額

仮囲い H=２ｍ ６００ ｍ

仮設鉄板敷 設置費、基本料 ３６０ ㎡

設計図書

一般的に安全衛生経費が
積算されている項目を中
心に確認
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実施結果の例

•本文
河川改修工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
足場・支保工

７５７千円 １，２４０千円 下請

共通仮設費
交通誘導警備員

１３，５５０円／
人・日

１６，０００円／
人・日

下請（警備会社委
託）

設計図書の確認
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実施結果の例

•本文
解体工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
枠組本足場

２，２８４千円
（２，２５７円×
１０１２㎡）

１，０３８千円
（９５０円×１０１
２㎡）

下請

直接工事費
防音シート

１，４０９千円
（１，１７７円×
１１９７㎡）

５１７千円
（４００円×１１９
７㎡）

下請

共通仮設費
交通誘導警備員

６９３千円
（１１，５５６円
×６０人）

９７２千円
（１６，２００円×
６０人）

下請（警備会社委
託）

設計図書の確認
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実施結果の例

•本文
橋梁補修工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
仮設工

１３，７２６千円 約１８，０００千円 下請

設計図書の確認
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港湾改修工事

項目 設計書上の金額 実際の契約額等 直営下請の別

直接工事費
交通誘導警備員

１，９６１千円 約３，０００千円 下請（警備会社委
託）



実施結果の例

○各社の取組

ＫＹ（危険予知活動）など各社共通の取組に加
え

•ＩＳＯ４５００１の取得

•現場事務所以外に、作業員用事務所（休憩所）
を設置することで熱中症対策を実施

•工事部門以外の視点でのパトロールを実施

•安全に関する専門部署によるパトロール及びそ
の結果の現場へのフィードバック

•協力会社（下請）を含めた安全対策学習会

等各社で特徴ある取組を実施
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県発注工事での熱中症対策

〇積算基準

• 現場環境改善費（共通仮設費）、現場管理費

〇山口県土木工事共通仕様書

• 高温多湿な作業環境下での必要な措置「土木工事安全施工技術指針（令
和３年３月）」に則り、適切に対処すること。

① 作業場所に応じて，熱を遮ることのできる遮蔽物等，簡易な屋根等、
適度な通風または冷房を行うための設備を設け，ＷＢＧＴ（暑さ指
数）の低減に努めるとともに，作業場所には飲料水の備え付け等を行
い，また近隣に冷房を備えた休憩場所または日陰等の涼しい休憩場所
を設け、身体を適度に冷やすことのできる物品及び施設を設けること。

② 作業の休止および休憩時間を確保し連続する作業時間を短縮するほか、
計画的に熱への順化期間を設け、作業前後の水分、塩分の摂取及び透
湿性や通気性の良い服装の着用等を指導し、それらの確認等を図ると
ともに必要な措置を講ずるための巡視を頻繁に行うこと。

③ 高温多湿な作業環境下で作業する作業員等の健康状態に留意するこ
と。

〇工事請負契約に係る設計・契約変更ガイドライン

• 受注者の請求による工期の延長（契約書第21条）
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安全と健康が、
建設現場を強くする。
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山口県の建設業における労働災害の現状（出典：山口労働局統計）

●労働災害の推移 ●災害発生状況で件数が多いもの（Ｒ６）

１位 墜落、転落 41件
２位 はさまれ、巻き込まれ 26件
３位 切れ、こすれ 19件
４位 転倒 18件
５位 飛来、落下 17件
５位 激突され 17件

毎年建設工事の現場で死亡事故が発生しており、
尊い命が失われています。

山口県では、建設工事の現場での災害の撲滅に
向けた取組を推進していくため、いわゆる職人
基本法に基づく「建設工事従事者の安全及び健
康の確保に関する山口県計画」を策定しました。

計画を実行化するための県の取組

○安全経費が適切に積算され、労働安全衛生法
等に即した形で使われているか等について、
建設業法の規定による立入検査などを通じて
チェックしていきます。

○安全講習会を実施し、建設工事従事者の安全
に関する意識啓発を図ります。

建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する山口県計画（H30.5策定）

1
建設工事現場における安全対策の推進

建設工事現場の安全性の点検等／墜落・転落災害防止対策の充実・強化／一人親方等
の安全及び健康の確保／特別加入制度への加入促進等の徹底 など

働き方改革の推進

適切な安全衛生経費の積算や工期の設定／週休二日の推進等による休日の確保／ｉ－
Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ導入の推進 など

2

3
安全及び健康に関する取組の促進

建設工事従事者の安全及び健康に関する意識の啓発／メンタルヘルスケアの充実／定
期健康診断（特定健診）の積極的な受診 など

山口県土木建築部監理課建設業班（TEL 083-933-3629）



社会的責任
企業のイメージ低下
存在基盤の喪失

刑事責任
労働安全衛生法違反
業務上過失致死傷罪

民事責任
損害賠償

行政責任
作業停止・許可取消

等の行政処分

処分内容

監督処分
による影響

〇 国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」に掲載され、処分され
たことが公に知られることとなります。
〇 経営事項審査の点数で減点があります。
〇 指名停止措置が行われるおそれがあります。
〇 指名停止となった場合、山口県入札参加資格の点数が減点されます。

労働災害が発生した場合、事業者は「４つの責任」を負う可能
性があり、企業の存続にも関わる重大なリスクとなります。

労働災害を未然に防止するため、リスクアセスメント（危険性
又は有害性の調査）の実施、安全教育・危険予知（ＫＹ）活動
を徹底しましょう。

建設業で労働災害が発生すると、こんなリスクが！

指示処分 ：違法行為の是正を命じる
営業停止 ：１年以内の期間（違反内容により期間を決定）
許可取消処分：建設業許可を取り消す ※建設業法第２９条

お問い合わせ先
土木建築部監理課建設業班
（TEL 083-933-3629）

建設業は労働災害による

死傷者数が多い業種です。

全産業中、約３割が建設業で発生しています。
※厚生労働省「令和６年の労働災害発生状況」

建設業法第２８条に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事から監督
処分を受ける可能性があります。

建設業で労働災害が発生すると…

事業者が負う「４つの責任」

１ ２ ３ ４

安全対策について詳しく知りたい方はこちら！

厚生労働省
職場のあんぜんサイト

厚生労働省 安全衛生
関係リーフレット

山口労働局
山口県技術管理課
工事の安全対策

STOP!

労働災害
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